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開発途上国における世界農業遺産人材育成事業 
 

【平成31年度予算概算決定額 16（17）百万円】 

＜対策のポイント＞ 
 開発途上国における世界農業遺産認定の支援並びに認定後のコミュニティ強化及び地域振興に係る人材育成を通じた持続可能な農業の推進を図ります。 
   
＜政策目標＞ 
 アフリカ、中南米等の開発途上国において世界農業遺産の申請地域を新たに育成。（５地域の認定申請［平成34年度まで］） 

＜事業の内容＞  ＜事業イメージ＞  

開発途上国における世界農業遺産人材育成事業 16（17）百万円 
 
＜背景＞ 
○ 開発途上国の貧困削減には、食料安全保障の観点から持続可能な農林水産業
の推進やコミュニティの保護や強化が重要です。 

○ 他方、開発途上国においては、これらについての理解や必要な人材が不足している
ことから、アフリカや中南米などから協力要請が来ています。 

○ 開発協力大綱において、これらに資する人材育成の推進が盛り込まれているところ
です。 

 
＜目的＞ 
○ 持続可能な農林水産業の推進やコミュニティの保護、強化に資する世界農業遺
産(GIAHS)の普及啓発及び人材育成を通じ、開発途上国の貧困の削減を図
ります。 

 

国 国際連合食糧農業機関 
（FAO） 

拠出金 

＜事業の流れ＞ 

 開発途上国の研修生の受け入れ 

FAO 

日本の認定地域 

FAO駐日連絡事務所 

協力 

 開発途上国における世界農業遺産の啓発及び周知 

 開発途上国の世界農業遺産認定等に向けた国内招へい研修 
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能登の里山里海(2011年認定） 

日本 

世界農業遺産（GIAHS） 
農村地域の食料や生計の保障のために、伝統的で持続
的な農林水産業とコミュニティ、それに関わって育まれた文
化等を認定することで保全を図るFAOの制度。 

 日本の認定地域を題材として、FAOによる研修等で利用する資料の作成。 

 認定申請手続きや認定後の保全活動、及び地域活性化等を通じたコミュニ
ティの保護や強化に係る研修を実施。 
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